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令和８年３月２５日 浜松市 総務部 人事課 

組織・任用グループ  

℡：053-457-2081  

 

 

 報 道 発 表 
 

被災地（石川県珠洲市・福島県浪江町）に派遣する職員の辞令式について 

 令和６年１月の能登半島地震及び同年９月の豪雨災害により被災した石川県珠洲市、平成２

３年３月の東日本大震災により被災した福島県浪江町の復興支援を行うとともに、被災地での

経験を今後の職務に活かすことを目的に、令和８年４月１日付けで派遣する職員に対する辞令

式を実施します。 

 

１ 日時 

   令和８年３月２６日（木）１０時１５分～（１０分程度） 

 

２ 会場 

   市役所本館５階 秘書課 市長室 

 

３ 出席者 

   市長、副市長、派遣職員（３名） ほか 

 

４ その他 

・珠洲市への派遣職員（２名）の交代に加え、新たに浪江町へ職員（１名）を派遣します。 

・浪江町は、原子力災害からの避難指示解除やインフラ整備が進む一方、住民の帰還促進や

新たなまちづくりなど課題となる復興途上の状況にあり、継続的な人的支援が求められて

います。 

・派遣期間は、次の通りです。 

珠洲市 建築 令和８年４月１日～令和９年３月３１日（１年間） 

珠洲市 土木 令和８年４月１日～令和８年９月３０日（６か月間） 

※令和８年１０月１日～令和９年３月３１日は派遣職員

の交代を予定しています。 

浪江町 事務 令和８年４月１日～令和９年３月３１日（１年間） 

 


